
大量リサイクルから２Ｒ優先へ 

「容器包装リサイクル法改正に向けての市民案」公開学習会 
＝申込み不要＝ 

 

 昨年２０１１年通常国会で見直し（改正）されることになった、容器包装リサイクル法の来春以

降の改正に向けて、市民の願いが反映され、市民、事業者（メーカー）、行政のあるべき費用

負担と再生可能な循環型社会への確実な歩みの一歩となるよう、容器包装の３Ｒを進める全

国ネットワークで検討されてきた市民案（第１次）を学び、改正の要点と課題を共有します。 
  

日時：２０１２年１２月１日（土） １０：００～１２：００ 

場所：大宮ソニックシティ６階 ６０３会議室（９０名収容） 

内容：（１）容器包装リサイクル法改正に向けての市民案（第１次案）学習 

           「大量リサイクルから２Ｒ優先へ 役割の見直しと新しい主体間連携」 

            講師：容器包装の３Ｒを進める全国ネットワーク  

運営委員 中井八千代さん 

        （２）容リ法改正に向けた課題と取り組み（各団体報告） 

           ・生協、市民団体からの報告を予定 

   （３）質疑・意見交換・交流 

   参加費：無料 申込み不要です。直接お越しください。（先着９０名） 

   共催：「容リ法改正市民案」学習会実行委員会 

容器包装の３Ｒを進める全国ネットワーク 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   会場のご案内 

   大宮ソニックシティ 

   さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 

    ＪＲ大宮駅西口より徒歩３分 
 

   お問合わせ 

特定非営利活動法人 埼玉エコ・リサイクル連絡会 

    http://www.townnavi.info/eco-risa/ 

＊容器包装リサイクル法について                              

  家庭から排出されるごみの重量の約２～３割、容積で約６割を占める容器包装廃棄物について、リサイ

クルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、１９９５年（平成７年）

６月に制定され、１９９７年（平成９年）４月から本格施行された法律です。 

＊新しい容器包装リサイクル法のしくみへ 

   昨年８月、衆議院と参議院で採択された「容器包装リサイクル法の見直しを求める請願」では、以下の

検討を求めてきました。 

   ①容器包装リサイクル法の役割分担を見直し、分別収集・選別保管の費用負担のあり方を検討する。 

   ②リデュース、リユースを促進するため、様々な課題への対応について検討する。 

  ③製品プラスチックのリサイクルを進める仕組みのあり方について検討する。 


